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＊
普
通
自
動
車
と
違
い
、
軽
自
動
車
税

に
月
割
り
課
税
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、
各
手
続
き
先
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

車　種 手続き先
原動機付き自転車（125 cc以
下のオートバイ）、ミニカー、
小型特殊自動車（トラクター
やフォークリフトなど）

●市役所税務課
●各出張所

３・４輪の軽自動車、２輪の
軽自動車（125ccを超え250cc
以下のオートバイ）

札幌地区軽自動車協会
（札幌市北区新川５条
20丁目1-20・☎768-3955）

２輪の小型自動車（250ccを
超えるオートバイ）

札幌運輸支局
（札幌市東区北28条東
１丁目・☎050-5540-2001）

問
合
せ　

税
務
課
（
内
線
８
２
９
）

市

奨

学

生

　

高
校
な
ど
に
就
学
を
希
望
し
て
い
る

が
、
経
済
上
の
理
由
で
困
難
な
生
徒
に

学
費
を
援
助
し
ま
す
。

対
象　

市
内
に
お
住
ま
い
で
市
立
中
学

校
を
卒
業
し
、
高
校
な
ど
に
入
学
見
込

み
か
在
学
し
て
い
る
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
方

●
成
績
が
優
秀
（
平
均
評
定
が
３
・
０

程
度
以
上
）

●
学
費
の
支
払
い
が
困
難

＊
生
活
保
護
世
帯
の
方
は
、
保
護
費
か

ら
教
育
費
が
支
給
さ
れ
て
い
る
た
め
対

象
外
で
す
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し

て
生
活
で
き
る
よ
う
、
車
道
や
歩
道
の

除
雪
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
除
雪
作

業
に
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
協
力
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
道
路
へ
の
雪
出
し
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

道
幅
を
狭
く
し
、
路
面
状
況
を
悪
く

し
ま
す
。

●
車
庫
・
玄
関
前
の
雪
処
理
に
ご
協
力
を

　

除
雪
車
が
通
っ
た
後
に
寄
せ
ら
れ
た

雪
は
、家
庭
で
の
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う　

　

除
雪
作
業
の
妨
げ
に
な
り
ま
す
。
万

が
一
の
と
き
に
は
、
救
急
車
な
ど
の
緊

急
車
両
が
通
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

問
合
せ　

土
木
事
務
所（
内
線
７
６
０
）

手
続
き
は
３
月
中
に

軽
自
動
車
な
ど
の
取
得　
・

廃
車
・
譲
渡
・
住
所
変
更
な
ど

　

平
成
26
年
度
の
軽
自
動
車
税
は
、
４

月
１
日
現
在
で
軽
自
動
車
・
原
動
機
付

き
自
転
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
・
２
輪

の
小
型
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
方
に

課
税
さ
れ
ま
す
。
軽
自
動
車
な
ど
の
取

得
・
廃
車
・
譲
渡
や
、
住
所
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
は
、
３
月
31
日
ま
で
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
奨
学
生
選
考
委
員
会
で
選
考
し
ま
す
。

支
給
額　

月
額
５
０
０
０
円

申
込
み　

３
月
25
日
ま
で
に
、
入
学
見

込
み
の
方
は
卒
業
す
る
中
学
校
へ
、
高

校
な
ど
に
在
学
中
の
方
は
市
教
委
学
校

教
育
課
（
内
線
８
８
７
）

＊
申
込
書
は
申
込
先
に
あ
り
ま
す
。
手

続
き
は
毎
年
必
要
で
す
。

高

等

学

校

等

入

学

準

備

金

　

高
校
な
ど
に
入
学
す
る
生
徒
に
、
入

学
準
備
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象　

市
内
に
お
住
ま
い
で
市
立
中
学

校
を
卒
業
し
、
平
成
26
年
度
に
高
校
な

ど
に
入
学
す
る
次
の
方

●
平
成
25
年
度
に
就
学
援
助
を
受
け
て

い
た
世
帯
か
生
活
保
護
世
帯
の
方

●
平
成
25
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
か

均
等
割
だ
け
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
で
、

私
立
高
校
な
ど
へ
入
学
す
る
方

支
給
額　

２
万
円

申
込
み　

３
月
25
日
ま
で
に
各
中
学
校

＊
申
込
書
は
市
教
委
学
校
教
育
課
（
内

線
８
８
７
）と
各
中
学
校
に
あ
り
ま
す
。

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

対
象　

市
内
に
お
住
ま
い
か
通
勤
・
通

学
し
て
い
る
中
学
生
以
上

日
時　

３
月
19
日
㈬　

午
前
９
時
〜
正
午

会
場　

福
祉
セ
ン
タ
ー

内
容　

基
礎
的
な
応
急
手
当
て

定
員　

先
着
30
人

申
込
み　

３
月
12
日
ま
で
に
消
防
署（
☎

373
〜
２
３
２
２
）

　国民年金は、国内に住所がある20～60歳全ての方が加入す
る制度です。
　60歳未満で、これまで厚生年金や共済年金などの公的年金
制度に加入していた「第２号被保険者」が勤務先を退職した
場合は、国民年金の「第１号被保険者」になる届け出が必要
です。また、扶養されていた配偶者は、「第３号被保険者」
から「第１号被保険者」になる届け出が必要です。
届出先　年金事務所か市役所市民課、各出張所
持ち物　年金手帳・退職日が確認できる書類（社会保険資格
喪失証明書や離職票など）

問合せ　市民課（内線709）

第１号被保険者＝自営業・農林漁業・学生・無職の方など
第２号被保険者＝厚生年金や共済年金の加入者
第３号被保険者＝第２号被保険者に扶養されている配偶者

被保険者の種類

　届け出をしてから約１カ月後に、年金事務所か
ら納付書が送付されます。金融機関か郵便局、コ
ンビニエンスストアで納付してください。口座振
替やクレジットカードで納付する方法もあります。
お得な前納割引制度　保険料は１年・半年分など
をまとめて前納すると安くなります。口座振替だ
とさらに安くなります。

変更後の保険料の納付は

　本人と配偶者、世帯主の所得に応じて保険料の
納付が免除される制度があります。また、退職（失
業）した場合は、退職した方の所得審査がなくな
る「退職（失業）による特例免除」もあります。
　保険料を未納のままにすると、将来受け取る老
齢基礎年金が少なくなったり、受給できなくなっ
たりすることがあります。納付が困難な場合は、
年金事務所か市役所市民課、各出張所で免除の手
続きをしてください。

保険料の納付が困難な場合は

　　　　　　の
手続きをお忘れなく
国民年金

除雪マナーを
守りましょう

会社などを
退職する皆さん


